
令和８年３月１日から林野火災注意報・警報の運用を開始します

お問い合わせ先

【林野火災警報等について】

消防局 予防部 予防課     担当：杉野、花田 電話 092-725-6610

【啓発イベントについて】

消防局 城南消防署 予防課 担当：林 電話 092-863-8119

令和8年2月26日

令和７年２月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、福岡市では令和８

年３月１日から「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の発令制度を開始します。

毎年１月～５月の雨が少ないときや乾燥しているとき、また、強い風が吹くときに発令し、発令

中は、林野の対象区域において、「たき火」や「喫煙」などの火の使用が制限されます。

なお、運用の開始に先立ち、下記のとおり早良消防少年団による「林野火災予防啓発登山」

を実施し、登山者等に林野火災の予防について直接呼びかけます。市民の皆様への広い周知

と、防火意識の向上を図るため、取材による広報へのご協力をお願いいたします。

啓発イベント「林野火災予防啓発登山」

【日時】 令和８年2月28日（土）  10時00分～13時00分 ※雨天中止

【場所】 油山市民の森管理事務所～油山山頂

【実施者】 早良消防少年団（小学４～６年生 約１５人）

【内容】 油山山頂を目指しながら、以下の活動を実施します。

① 登山者等に対し、林野火災予防を呼びかけるチラシ等を配布

② 登山道上の簡易貯水槽及び看板の清掃

【受付場所】 「油山市民の森管理事務所」前

（福岡市城南区東油山508）

イベントの概要を説明いたしますので、

開始15分前（午前9時45分まで）に

お越しください。

早良消防少年団（城南・長尾・脇山地区隊）
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